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研究ノート

社会的課題解決のための政策手段としての企業

-NPO聞のパートナーシップ形成について一

The development of the cross-sector partnership between nonprofit organization 

(NPOs) and companies in terms of solving complicated modern social issues 

児玉徹
KODAMA Toru 

The purpose of this paper is to present an historical 

overview of the development of the cross-sector 

partnership between nonprofit organizations (NPOs) 

and companies in terms of solving complicated modern 

social issues, to evaluate the types of interactions in 

which NPOs and companies are now engaging and to 

consider the likely future direction from the perspective 

of the making of social policy structures. 

This paper particularly mentions that, given the 

complementary resources of these two types of 

organizations, forming strategic cross-sector 

collaborations that more effectively use the knowledge 

and capabilities of both can create a new opportunity to 

achieve greater profitability in making policy 

frameworks for enhancing socio-cultural sustainability 

of the local cities of Japan through the creative power 

of art/culture. 

1 .はじめに

今日の社会経済システムにおいては、地球温暖化に代

表される環境問題や、人権、医療、福祉、教育、雇用、

平和、芸術文化、まちづくりなどの多種多様な分野にお

いて広範且つ複合的な問題が発生している。これら問題

は、政府が唯一の公共サービスの担い手として機能する

政府一元主義的な社会モデルのもとでは解決できないこ

とは自明である。政府、企業、そして NPO(Nonprofit 

Organization／民間非営利組織）の各セクターがそれぞ

れの社会的責任を、単独ではなく、他のセクターとの「協

働＝パートナーシッブ。」で全うすることが、これら現代

社会における課題解決のためには必須となる。

このことは、社会的課題を解決するための「政策j の

あり方を考える上でも、重要である。従来のいわゆる政

策学においては、「政府が政策の『主体』であり、民間

部門は政府による政策の『客体』となる」との認識の下

に、「政策とは政府によって実施される方針、方策ある

いは行動のことを意味する」と定義づけていた。

しかし政府と民間を「垂直的視点jからとらえたこの、

「政策」観では、複雑化する社会問題には対応できなく

なっている。情報処理技術（コンヒ。ュータ）の革新とイ

ンターネットの発達は、情報の収集・処理・通信に係る

コストを劇的に低下させ、「政策の客体」とされていた

企業や個人、 NPOの事態対応能力を飛躍的に向上させ

た。その結果、政府の情報優位性は後退し、政府に情報

を集中してもっぱら政府が政策を実施するという社会構

造を維持する理由が薄れることとなった。

このような現状から、「政策」というものを、「政府、

企業、 NPOの三者の相互作用をもって社会的課題の解

決を図ることを目的として計画（立案、設計、デザイン）
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されたひとつのまとまりを持った対応策」として再定義

する流れができたのは必然であろう〔阿部， 2005a:18〕。

このように再定義された「政策」は、従来型の定義と区

別するために、「社会プログラム（socialprogram）」とも

称される〔阿部， 2005a: 18〕。

このような「クロスセクター・パートナーシップ」に

よって構成される政策の重要性が認識される中で、昨今、

企業と NPOが協働で社会的課題に取り組むことの有用

性が、欧米を始め、日本においても注目されている。企

業と NPOが築き上げるパートナーシップが、社会的課

題解決のための政策手段のひとつとして機能することが

期待されているのである。

本稿は、このような動きを捉えて、企業と NPOが築

き上げるパートナーシップが、社会的課題解決のための

政策手段のひとつとして知何に機能してきたのか、そし

て如何に機能していくべきなのか、という点に係る分析

視座を簡単に提示することを目的としている。

そのために本稿は、先ずは第 2章で「CSR論の浮上」

と「NPOセクターの台頭」という社会的潮流について

触れる。第 3章では、 CSRとNPOの相関関係を明らか

にしつつ、企業と NPOがパートナーシップを構築する

に至った流れと、両者のパートナーシップ構築の成功例

を概観する。第4章では、企業と NPOがパートナーシ

ップを構築するための基本要件について確認する O そし

て第 5章で、地域文化の活性化策としてのアート NPO

と地域企業のパートナーシッフ。の重要a性について、ごく

簡単に示唆を述べたい。

2. CSR論の浮上と NPOセクターの台頭

先ずは、企業と NPOがパートナーシップの構築を模

索することになった背景には、如何なる社会的要因があ

るのか、について考えてみたい。この点を理解するため

には、「CSR論の浮上」と「NPOセクターの台頭」とし、

う二つの基本的な社会的潮流を理解することから始めな

ければならない。

(1) CSR論の浮上

2003年は「CSR元年」とされる。確かにその年を境

に、企業経営に関する新聞記事や学識者のコメントにお

いて、ほぼ必ずといってよいほど CSR( Corporate Social 

Responsibility／企業の社会的責任）という言葉が用いら

れるようになり、今や猫も杓子も CSRといった感があ

る。
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CSRとは一般的に「企業活動のプロセスに社会的公

正性や倫理性、環境や人権への配慮を取り込み、ステイ

クホルダー（利害関係者）に対してアカウンタピリティ

（説明責任）を果たしていくこと」〔谷本 2006: 59〕な

どと定義される。当たり前といえば当たり前のことであ

る。ではこの当たり前のことが、なぜ今注目されている

のか。

CSR論が登場する以前にも企業の社会的責任は議論さ

れた

そもそも「企業は社会的責任を果たさなければならな

しリという考え方は、今に始まったわけではない。日本

の歴史を紐解けば、公害問題が社会的に注目された 1970

年代半ばに、企業の社会的責任のあり方が盛んに取りざ

たされた。しかし当時の議論は、総じて理念的であり、

議論の一端を担っていた市民側の組織も未成熟で、あった

ため、第二次オイルショックによる景気後退とともに沈

静化していった。

次に、 1990年に入りパブ？ル経済に突入すると、いわ

ゆる企業メセナ・ブームが到来した。「メセナj とは、

古代ローマ時代にアウグストス皇帝の側近として芸術文

化振興に活躍したマエケナスという実在の人物の名に由

来する言葉で、一般的には「企業による芸術文化支援活

動」のことを意味する。このメセナ・ブームにおいて、

企業が芸術活動やスポーツ団体へ慈善的に支援すること

が活発に行われた。特に 1990年には、経団連の「1%ク

ラブ」が発足し、企業メセナ協議会が設立され、個別企

業においてメセナ担当部門が続々と設立された。また同

年には、芸術文化振興基金も設立された 1。このような

社会現象をもって、 1990年は俗に「メセナ元年」とさ

れた。しかしバブル経済が崩壊すると、企業業績の悪化

が顕著になり、「頼まれれば寄付をする」という「理念

なきメセナ活動」は必然的に収束していった。

以上のような流れの中で、 2003年から CSR論が登場

するのであるが、この CSR論は過去のブームとは何が

違うのだろうか。言い換えれば、ここにきて再び企業の

社会的責任のあり方が議論されていることの背景には、

何があるのだろうか。

CSR論を後押しする社会的潮流

この点については、 CSR論を後押しする世界規模で

の社会的潮流、或いは制度的枠組みが考慮されなければ



ならない。

第一に、グローパリゼーションによる企業活動の国際

化である。グローバリゼーションとは、単純に言えば、

法規制の緩いところへ企業が進出していくことを意味す

る。グローバリゼーションにより、多くの企業は、生産

効率を求めて文字通り世界中から資源を調達し、世界中

で製造・販売するようになった。その過程で、企業は、

サプライチェーンの末端にある発展途上国における人権

や環境といった社会問題に、責任を持って対応する必要

が生じたのである。

第二に、企業社会の進展による企業の社会に対する影

響力の増大である。なかには各国の GDPにも匹敵する

強大な経済力を持つ多国籍企業も登場してきた2。この

ような企業主体に対し、社会的課題の解決において応分

の責任を担ってもらいたいという期待が生じるのは当然

といえば当然である。

第三に、先進国における企業の相次ぐ不祥事である。

米国ではエンロン事件及びワールドコム事件に象徴され

る不正経理事件において、日本では産地偽装やクレーム

隠しに絡む一連の事件において、企業行動のあり方が厳

しく批判されてきた。また欧州、｜においても、パルマラッ

ト3などの大企業による詐欺事件が表面化している。か

ような事件を通して、企業の法的責任、倫理責任が強く

間われるようになったのである。

第四に、インターネットの普及である。地球規模での

インターネットの普及により、世界中の企業情報へのア

クセスが圧倒的に容易になった。一方で市民の社会的課

題に対する関心度も高まり、企業活動に対する監視の目

も飛躍的に高まった。つまりたとえ一地方の企業であっ

ても、世界中のステイクホルダーから監視され、評価さ

れる対象となったのである。

第五に、国内外で進行する CSRに関する規格やガイ

ドラインの策定に係る世界的な動向である。 GRI(Global 

Reporting Initiative) 4による報告書ガイドラインの制定、

国連によるグローパル・コンパクトの制定、 OECDによ

る多国籍企業ガイドラインの制定、 ISOによる CSRの

規格化などの動きは、「CSR＝企業の最重要課題のひと

つJという考え方を世界のスタンダードとして定着する

ことに、大きく寄与している。

第六に、企業価値の評価において CSRの実践度合い

を重視する動きが定着したことである。例えば、米国の

専門評価調査機関である KLD(Kinder, Lydenberg, Domini 

& Co., Inc.) 5や、 IRRC(Investor Responsibility Research 

Center) 6の指標や欧州の SiRiグループ（Sustainable 

Investment Research International Group) 7の評価データ

は、ソーシャル・スクリーニング（企業の倫理性・社会

性の観点に基づく投資先の選別）に利用されている。日

本でも、日本経済新聞社が日経リサーチと共同開発した

「多角的評価システム：プリズムJは、従来の収益力・

成長力といった経済性だけでなく、社会性・透明性など

の視点を盛り込んで、企業評価を行っている。

第七に、第六の動きを受けて、欧米で始まり最近では

日本でも定着しつつある社会的責任投資（SRI: Socially 

Responsible Investment）のソーシヤノレ・スクリーニング

の動きである。社会的責任投資とは、企業への株式投資

の際に CSRの評価を加味して投資先を決定する投資手

法のことを意味する。これは、 CSRを重視する企業は

消費者や取引先の信用を得やすく、長期的に高い運用成

果が期待できるとの考えに基づいている。

CSR論が企業に突きつけるもの

このような社会的潮流をみて分かるとおり、現在注目

を集めている CSR論は、ボーダーレスな共通認識であ

ること、多角的・多元的に問われていること、継続的・

発展的な概念であることという点において、過去のブー

ムとは一線を画している。

そして CSRのあり方が議論される中で、

① 企業は、社会を構成するひとつの主体（企業市民／

co中oratecitizen）として、その有する社会的影響力

に相応した社会的責任を負うべきである

② 企業の持つ資源や能力を社会問題の解決に活用する

ことは、マクロ政策的観点から見て、社会共通資本

の維持・活性化にとって非常に望ましい

③ 企業が社会的責任を全うすることは、潜在的な事業

機会の拡大や、企業内部の活性化にむすびつき、長

期的に見て企業の経済的業績に資するものである

④ 企業は、企業とステイクホルダーの相互依存的な信

頼関係の形成と維持のために、社会的責任を実践し

なければならない

といった考え方が提示されてきた。これらを要すれば、

企業は、社会的課題解決のための政策主体としての役割

を、強く求められる存在になったということができょう。
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(2) NPOセクターの台頭

以上、 CSR論が活況を呈することとなった社会的要

因について概観したが、次に、 NPOセクターが社会に

台頭してきた背景を確認しておきたい。

かつてジョンズ・ホプキンス大学のレスター・サラモ

ン教授は、 1990年代以降の世界各国で急速な成長を遂

げてきた NPO(Nonprofit Organization／民間非営利組織）

の登場を、「世界的な非営利組織革命（globalassociation 

revolution）」と表現し、 19世紀後半の国民国家の成立に

匹敵するインパクトを持っと主張した。

以来NPOは、政府（publicsector）、企業（privatesector) 

に次ぐ、第三のセクター（third sector）として、社会経

済システムの主要セクターを形成してきた。その背後に

は、如何なる社会的要因があったのか。

NPOの存在意義は何か

そもそも NPO (Nonprofit Organization／民間非営利組

織）とは何であろうか。一般的には、「非政府、非営利

で、かっ独立した意思決定機関を有し、公益活動に従事

する任意の組織」と定義される〔田中， 2006: 22〕。学

校、病院、老人ホームなどを経営する事業型 NPO、そ

うした活動に資金を提供する助成財団、環境問題など社

会問題に取り組んだり、国際援助・国際交流を行う市民

団体や、広い意味では宗教団体、政治団体、労働組合な

ども含まれる〔山内， 1999: 22〕。法人格を持つものも

あれば、持たないものもある。

では NPOの存在意義は何か。これは、①先駆性・メ

ッセージ性、②多元性・多様性、③人間性というキーワ

ードから説明できょう。

第一に、 NPOは社会的課題の取り組みにおいて、儲

かるか儲からなし、かにかかわらず、先駆的・官険的な役

割を担い、その社会的ミッションに係るメッセージを世

間一般に伝えていくことができる。政府がアクションを

起こすのには時聞がかかり過ぎる。企業は採算が合わな

いことに対しては消極的になりがちである。本来的に社

会的課題の解決をミッションとする NPOは、この点に

おいて、政府にも企業にもなし得ない先駆的で時に冒険

的な活動を行うことができる。

そもそも NPOには、「非分配制約」という制約がある。

これは端的に言えば、「利益を利害関係者に分配できな

しリという制約であり、 NPOの「非営利」という要素

と直結する。企業では、株主が利益からの配当を期待し
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て株式を保有するのに対して、 NPOでは、企業の株主

にあたる会員は、配当を期待するのではなく、その使命

に共鳴して会費という形で資金的な支援をする。

つまり NPOは、本来的に社会的課題に対して他の主

体に先駆けて取り組み、その行動内容に係るメッセージ

して社会的認知を向上させることによって、会員との信

頼関係を構築していく使命を負っており、そのことが

NPOの根本的な行動規範となっている。

第二に、 NPOは、大小さまざまな主体により、多元

的な価値観で発言しながら、多様な公共ニーズ、に対応す

ることができる。政府においては、「政府の失敗」、つま

り政府が公共サービスを供給する場合、平均的な需要を

想定して画一的に供給せざるをえないため、人々の公共

サービスに対する需要が多様化するなかでは、公共サー

ビスを提供する能力に限界がある、という問題を抱えて

いる。一方、営利追求を本来的な使命とする企業が、単

体で、多種多様な公共ニーズに対応することは不可能で

あろう。

第三に、 NPOは、人間的な主体である。これに関し

て、世界的に著名な社会生態学者のピーター・ドラッカ

ーは、 NPOの重要性を「市民性の創造」という文脈の

中で表現した〔ドラッカー， 1994〕。彼は、この「市民

性の創造」という概念を、 NPOに参画する市民の姿の

中に見出した。現代の社会と政治は、あまりにも巨大且

つ複雑になり、そこでの制作決定過程に市民が参加する

方法は、投票か納税といったものに限られてしまってい

る。しかし市民は、 NPO活動に参画することによって、

再び世の中に直接的に影響を与えることができるように

なると。

多元社会の登場

さて以上のような特徴を持つ NPOが第三のセクター

として登場することになった背景には、ピーター・ドラ

ッカーが予言した「多元社会」の出現がある〔ドラッカ

ー， 1999: 179 227〕。かつての帝国主義社会は、政府

が唯一のパワーセンターであり、あらゆる権力が政府に

集中する「政府一元主義」とも言うべき状況にあった。

しかし彼は、帝国主義が減退するに従い、政府による権

力の独占状態が崩壊し、多様な主体が社会的課題の解決

としづ使命を担う「多元社会」が出現すると考えた。

このようにドラッカーが考えたのは、政府に対する根

深い幻滅があった〔ドラッカー， 1999: 228 262〕。権



力を一手に握った政府は、福祉国家としづ言葉に代表さ

れるように、国民から広く徴収した税金を、社会に対し

て公平に再配分してくれると信じられていた。しかし、

政府の非効率性、機能不全を見て取ったドラッカーは、

政府に全てを任せるのではなく、政府以外の民間組織に、

政府が対応できない課題を適宜委譲し、社会的課題を多

元的なネットワークの中で解決していくべきであると考

えるようになった。つまりは「民営化（privatization)J 

という考え方を初めて提唱したのである。

イギリスで発生した民営化の流れ

ドラッカーが民営化の思想を 1969年に発行した著書

「TheAge of Discontinuity」（邦題は「断絶の時代」）で

発表した際、多くのマスコミが「他のことはさしおい

ても、これだけはあり得なしリと酷評したという。し

かしドラッカーが民営化思想を発表してから 10年後の

1979年、イギリスの首相に就任したばかりのマーガレ

ット・サッチャーは、民営化の考えをドラッカーによ

るものと断った上で、この考えをイギリス政府の「小

さな政府」政策に導入した。そして、いわゆる「市場

化テスト（MarketTesting) J 8を推進し、官が独占して

きた業務を民に開放していった。

1997年に誕生したブレア政権は、サッチャーの「小

さな政府」路線を継承しながら、 NPOとのパートナー

シップ関係をさらに強めていった。特に、サッチャ一政

権時代に「公共サービスのエージェント」として位置づ

けられていた NPOセクターを、「社会における主要構成

員のひとつj として再定義し、 NPOを行政の下請とせ

ず、自立したアクターとして捉えることが確認された。

そして行政と NPOがパートナーシップを構築して社会

的課題に取り組むことを定めた「Compacton Relationship 

between Government and the Voluntary Sector」9を政策の

中軸に据えるに至った。

日本における民営化の流れ

イギリスで発生した民営化の流れは、日本にも飛び火

し、それがひとつの原動力となって、日本社会にも NPO

セクターが台頭することとなる。

そもそも NPOの社会的重要性が日本において認知さ

れるきっかけとなったのは、 1995年の阪神淡路大震災

で展開された NPOによる大規模なボランティア活動で

あった。そしてその時代的気運を受けて 1998年に制定

された特定非営利活動促進法（NPO法）に基づき、 2006

年 12月末には 3万を超える NPO法人が設立された。

一方、イギリスで発現した民営化の流れを受けて、日

本国政府は、次々と行政改革に着手することとなる。自

治体の施設の管理運営を民間に委託する「指定管理者制

度j 1 0や、介護福祉制度を利用者負担の契約制度に仕

組みに変えて企業や NPOの福祉分野への参入を可能に

した「介護保険法」の制定、 NPOを雇用の受け皿とし

て機能させることを目的とした緊急雇用対策といった政

策を導入し、 2006年 7月には「市場化テスト」を 2007

年度から本格実施するための法律（公共サービス改革

法）を施行した。また、このような「民が担う公」を基

調とした一連の政策とともに、多くの都道府県で NPO

を支援するための NPO支援条例、 NPOと行政の協働を

うたった市民協働条例などが続々と制定された。

NPO法の制定と一連の行政改革が両輪となって、 NPO

は、日本の社会経済システムにおいても、第三のセクタ

ーとして重要な地位を占めるようになった。そして企業

と同様、（あるいはそれ以上に）、社会的課題を解決する

ための政策主体として、その社会的役割を強く求められ

る存在になったのである。

3. 企業と NPOのパートナーシップ構築への動き

さてこれまで、複合的な社会要因のなかで、企業と

NPOのそれぞれが、今日の人間社会が抱える様々な問

題に取り組む政策主体として強く期待されるようになっ

た経緯を述べてきた。

では企業と NPOは、どのような社会的要因から、パ

ートナーシップの構築を模索するようになったのだろう

か。

(1) CSRとNPOの相関関係

ここでは先ず、 CSRを構成する要素を確認しながら、

どの要素においてどのようなパートナーシップが成立し

てきたのかについての大まかな見取り図を描きたい。

CSRの構成要素については、種々の学説が存在する

が、一般的な考えとしては、以下の 4つの責任要素から

構成されると考えられている（例えば水尾・田中 2004

9 12を参照）：

① 法的責任：法律や条令などの法的ルールを順守する

責任
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② 倫理的責任：法律の規制を超えたところでの業界や

企業独自の倫理観に基づく自主基準や自主規制によ

る責任

③ 経済的責任：営利を追求し、株主に対しては利益の

配当を行い、従業員に対しては労働の対価としての

賃金を支払い、国家に対しては税金を納付すること

に関する責任

④ 社会貢献責任：企業本来の収益事業とは直接的に関

係ないところでの社会的課題に対する自発的責任

そして、企業と NPOのパートナーシップは、以下の

大きく 2つの流れから成立してきたと考えられる：

日 ①及び②の責任レベルにおいて、企業と NPOが緊

張関係を通してお互いの重要性を認識し、協働関

係に発展していった流れ

日 ③及び④の責任レベルにおいて、厳しい経営環境

下で企業と NPOがより効果的に杜会的責任を果た

す方法を模索する中で協働関係に新たな指針を見

出していった流れ

前者の流れは、特に環境や人権分野において顕著に見

られる傾向である。

後者の流れにおいては、「企業は営利追求の使命を負

う中でいかにして非営利の社会貢献活動を実施していく

のかJという「企業の営利性と非営利性のコンフリクトJ

の問題が重要である。いわば、経済的責任と社会貢献責

任をどのように両立させるべきか、という問題である。

（この点については、後に再度採り上げる。）

以上のような 2つの流れを追いながら、以下、企業と

NPOがパートナーシップ構築を模索するようになった

経緯について考えてみたい。

( 2）緊張関係から協働関係への流れ

企業と NPOの係り合い方といえば、 CSRの実践が不

十分な企業に対して NPOがネガティブキャンペーンを

行うという関係、いわば企業の活動を NPOが「牽制j

するという緊張関係が、特に環境及び人権の分野におい

て、ごく一般的に見られるものであった。この関係を出

発点として、企業が NPOからの圧力に応じる形で社会

的課題に取り組む過程で、 NPO とパートナーシップを

構築することを模索するようになった、という流れがあ

る。
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ブレントスパ一事件

この流れを形作るひとつの契機となったのが、ロイヤ

ル・ダッチ・シェル杜と地球規模の環境問題を扱う有力

NPO「グリーンピース」との間で起こったブレントスパ

一事件（1991-1999）である〔長坂， 2004〕。シェル社が、

北海のブレントスパーに浮かぶ石油貯蔵リグが耐用年数

に達したことを理由に深海投棄によって廃棄することを

決定したところ、グリーンピース主導の反対運動が盛り

上がり、シェル製品のボイコット運動がヨーロッパ中で

展開され、同社は甚大な損害を被ることとなった。また

シェル社は、産油国ナイジエリアとの関係で、軍事独裁

政権の圧政を黙認したまま、同国の歳入の約 80%を占

める石油のうち 45%をも生産していた経緯があり、こ

のシェル社の企業行動に対してアムネスティ、シエラク

ラブ、グリンピースをはじめとする NPOが連携して世

界的抗議運動を実施した。

このような経験を教訓に、その後シェル社は、 1年半

にわたり新たな企業理念の構築に取組み、 1997年に社

会的責任委員会を設置し、同年の年次報告書で「トリプ

ノレボトムライン」という現在の CSRの基本となる考え

方を発表した。そして経営課題のひとつに「社会との合

意形成」を位置づけ、以前は対抗関係にあった NPOと

定期的に対話するようになり、緊張感ある協力関係を構

築するようになった。

一方、シェル社に対してネガティブキャンペーンを展

開したグリーンピースも、「やらせ」疑惑を受けて会員

が激減した。このことから、批判攻撃をするだけの戦略

では市民の支持を得られないと認識し、企業と有機的な

ノfートナーシップを構築する戦略へと転換していった。

搾取工場問題

また、米国のスポーツ用品メーカーのナイキ杜も、ア

ジアなどの海外の生産委託先工場での劣悪な労働環境に

係る問題、いわゆる搾取工場問題について、 NPOやメ

ディアに非難され、 NPOより全米各地で大規模なネガ

ティブキャンベーンを展開された経験がある〔河口，

2005 : 13 -14〕。

これが契機となり、ナイキは、サプライチェーンにお

ける労働マネジメントに精力的に取り組むようになった。

現在で、は労働マネジメントにおけるパイオニア企業とし

ての地位を確立しつつある。 2005年 4月からナイキに

最終製品を納入している契約事業者の 703工場の一覧を



ウェブ上で公開しはじめるなど、先進的な取り組みを行

っている。

緊張から協働への模索

このブレントスパー事件および搾取工場問題はあくま

でもひとつの例であり、 NPOから非難を受けた企業が、

CSRの実践を経営の中軸に位置づけ、その過程で NPO

との緊張感あるパートナーシップの構築の重要性に開眼

していった事例は、 1989年の石油タンカー・バノレディ

ーズ号の座礁事故で NPOから大規模なネガティブキャ

ンペーンを展開されたエクソン社や、途上国における児

童労働問題で NPOから大規模なネガティブキャンベー

ンを展開されたウオールマート社の事例など、他にも多

数存在する。

日本においては、この流れの中で、より発展的なパー

トナーシップの模索も行われている。日本電気株式会社

（以下 NEC）が、自社の環境報告書を作成する際に、

環境 NPO「環境文明 21」とのパートナーシップを利用

して作業を実施しているケースである〔原田・塚本，

2006 : 163 176〕。

環境文明 21は、環境と文明の関係について幅広く調

査研究し、日本のみならず世界の環境の質の維持、向上

に資する新たな文明のあり方を探求することを目的とし

て、元厚生省地球環境部長の加藤三郎氏を中心に設立さ

れた NPOである。

このパートナーシップでは、環境文明 21が、環境問

題について先駆的な提言を行っている NPOとして、NEC

の環境報告書の内容をより充実させるために新しい環境

理念や項目を打ち出したり、算定方法の改善や必要なデ

ータの追加を提案したりする一方で、一般消費者の視点

で読みやすい構成や表現方法を提案したりしている。

この事例では、企業が作成する環境報告書を NPOが

第三者的に評価する、という従来の「牽制される側と牽

制する側の関係」ではなくて、企業が情報発信を行う過

程そのものに NPOが専門的コンサルタントとして関わ

り、より充実した CSR情報の発信を企業と NPOのパー

トナーシップのもとに実現させることに成功しており、

大いに参考となろう。

( 3）厳しい経営環境下におけるパートナーシップの

模索

一方、企業と NPOのパートナーシップは、こうした

「牽制される側と牽制する側」の緊張関係から派生して

きた流れとはまた別の次元で、厳しい経営環境下で企業

と NPOがより効果的に社会的責任を果たす方法を模索

する流れからも発展してきた。

米国での状況

そうした流れは、インフレ、失業、財政赤字の三重苦

（トリレンマ）に苦しむ 1980年代の米国経済を背景に

登場した。 1980年に大統領に就任したレーガンは、 1960

年代のジョンソン大統領時代から続いていた「偉大なる

社会J政策路線（特に園内の貧困対策を目的にした NPO

に対して巨額の補助金を支給する路線）を転換し、大幅

な財政支出削減政策を打ち出していった。

当時アメリカは、財政赤字と貿易赤字の双子の赤字に

悩まされていたのである。支出削減の標的になったのは、

「偉大なる社会」時代に大幅に予算を増やした分野、す

なわち社会福祉やコミュニティの分野（医療分野を除

く）で、 80年代初頭においておよそ 25%削減されるこ

とになった。

これは、まさに NPOが活躍する分野であり、大幅な

補助金削減となって NPOに打撃を与えることになった。

さらに 1990年代になっても財政支出削減は続いたが、

一方で NPOに対する企業からの寄付金の額が増えるこ

とはなかった。このような環境下で、 NPOは、従来の

補助金・寄付金依存型から脱皮して、事業型のビジネス

志向に転換し始めた。つまり「NPOの市場化」とよば

れる状況が発生したのである。しかしこの状況は、 NPO

に営利企業との厳しい競争を強いることになり、 NPO

は利益率を下げてもマーケットを獲得する必要に迫られ

た。このため NPOの利益率が低下し、本来の社会的使

命にもとづく活動を支えることが困難な状況がでてきた。

このような流れの中で、 NPOは、企業とのパートナー

シップに打開策を見出すようになった。

一方で企業の側も、停滞する経済環境下において、経

営資源展開の厳しさと短期的株主利益重視の風潮が強ま

る中で、企業の社会貢献活動のあり方が強く問われるよ

うになった。つまり、企業は営利追求の使命を負う中で

いかにして非営利の社会貢献活動を実施していくのか、

という「企業の営利性と非営利性のコンフリクト」の問

題が、厳しく追求されるようになった。

このために企業は、社会貢献活動を経営戦略の一環と

して位置づけ、企業収益の改善、顧客ロイヤリティの上
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昇、従業員モラルの強化、コミュニティ関係の構築とい

った目的といかに結び付けていくかを模索するようにな

った。そしてその過程で、 NPO とパートナーシップを

構築して社会貢献活動を行うことにひとつの指針を見出

していったのである。

日本の状況

これと似たような状況が、日本においても見て取れる。

1980年代後半における好景気の時代には、企業は余剰

を蓄えていたために、その資源を利用して様々な形で社

会貢献活動を展開した。しかしその多くは、寄付を頼ま

れるから行うとしづ受身的・横並び的な活動、道楽的感

覚で行われるもの、対症療法的な活動、八方美人的な活

動であった。また宣伝や販促の手段としての利用か、税

金の一種として義務感で行われるもの、公益に対する本

業のマイナス面を補う免罪符的性格の活動、節税対策目

的の活動で、あった。そしてそれら活動は、組織的体制が

不備の状況で実施された。

しかし 1995年にバブル経済が崩壊し、企業業績が総

じて悪化すると、企業は大規模なリストラを余儀なくさ

れ、必然的に社会貢献活動に割く人材と資金も枯渇し、

こういった明確な指針なき社会貢献活動からは決別して

いった。と同時に、企業は、社会貢献活動を本業の収益

事業との関係の中で把握して、企業自身にとって明確な

メリットのある活動としてどのように展開していくべき

なのかという課題に直面することとなった。

一方で NPOの側も、重大な問題を抱えていた。指定

管理者制度や介護保険法の制定、緊急雇用対策の実施、

市場化テストの導入、そして各自治体で成立した NPO

支援条例や市民協働条例などの諸政策の後押しを受けて、

第三のセクターとしての役割を大いに期待されることと

なったのであるが、実態としては、「下請化の問題」に

悩まされていた。

「下請化の問題」とは、「行政の仕事がそのまま委託

先である NPOに依頼されるが、権限は行政側に維持さ

れており、そして委託先である NPOは委託条件に不都

合を感じても、その仕事がなければ組織の維持ができな

いために断ることができない状態」をいう〔田中， 2006:

109〕。

例えば、指定管理者制度導入の効果を見てみると、確

かに同制度の導入により、 NPO法人の公共施設運営へ

の参入が可能になったのは事実である。しかしそのため
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には、他の応募者との競争に勝たなければならない。審

査基準は各自治体が定めるが、そもそも行政側は財政支

出削減効果を期待していることから、各応募者の見積価

格は重要な選定基準となる。つまりどれだけ値段を抑え

て委託できるかが、委託先決定の際の重要項目となる。

そして NPOは、極力委託料を抑えた形で仕事を請け負

うことになるが、そもそも採算の合わない形で請け負っ

てしまうがために、後に資金繰り、そして組織の維持に

苦しむこととなる。そして、本来の社会的課題への取り

組みよりも、組織維持のために、ひたすら行政からの請

け負い事業に埋没してし、く。まさに負のスパイラルであ

る。このようなケースは、指定管理者制度に限らず、他

の委託事業にも一般的に見られる。

このような「下請化の問題」から抜け出し、 NPOが

自立的な経営を成り立たせるには、どうしたらよいので

あろうか。そもそも NPOは、営利企業とは異なり、配

当や利息による付加価値をつけて債券を発行することは

できず、その資金調達方法は本質的に限定されている。

また融資についても、ほとんどの金融機関は、担保とな

る資本をもたない NPOを相手にはしないで、あろう。

このような状況下では、 NPOは、初心に立ち返りな

がら、本来の社会的ミッションに即した「自立的な」事

業からの収入と、その社会的ミッションに共鳴してくれ

た個人や企業からの寄付金・会費を拡大していくことを

考えなければならない。そしてこの基本的な目的を達成

するために、 NPOは、必然的に、企業とパートナーシ

ップを構築することを模索し始めたのである。

( 4）社会貢献活動の戦略性について

このような流れの中で、パートナーシップの構築を模索

するようになった企業と NPOであるが、企業の側の重

要な課題として、企業は営利追求の使命を負う中でいか

にして非営利の社会貢献活動を実施していくのか、とい

う「企業の営利性と非営利性のコンフリクト」の問題が

浮上してきた。経済的責任と社会貢献責任をどのように

両立させるべきか、としづ問題である。

この点について考えるためには、どこまでが経済的責

任で、どこからが社会貢献責任か、とし1う境界線の問題

が浮上するが、基本的に両責任は真二つに区分けできる

ものと考えるよりも、「有機的に連続した」関係にある

と考える方が妥当であろう。この点に関連して、アメリ

カの著名な経営学者であるマイケル・ポーターは、企業



の経済的メリットと社会的メリットが融合するような形

態の社会貢献活動（「戦略的社会貢献」又は「戦略的フ

イランソロピーj と呼ばれる）の重要性を、企業の競争

戦略の観点から説いている〔ポーター， 2003〕。（以下の

図 1を参照されたい。）

図 1：企業の経済的メリットと社会的メリッ卜の融合
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以上は企業の側の問題であったが、一方で NPOの側

には「下請化の問題」を脱して、自立した経営を成り立

たせていくにはどうすればよいかという問題がある。

これらのそれぞれが抱える問題に対処するために、企

業と NPOは、お互いが得られるメリット（効果的な社

会貢献の実践、収益の増大、活動範囲の拡大、知的ノウ

ハウの吸収、ポジティブ・イメージの獲得など）が最大

化するようなパートナーシップをもって、社会的課題に

取り組むことを模索することが大切である。

( 5）パートナーシップによる戦略的社会貢献の実例（そ

の 1) ーコーズ・リレイテッド・マーケティングー

以上、企業と NPOがパートナーシップの構築を模索

するようになった歴史的経緯を概観してきた。ここでは、

このようなパートナーシップにおけるいくつかの代表的

成功事例を見てみたい。

企業と NPOのパートナーシツブによる戦略的社会貢

献の実例として、先ずは「コーズ・リレイテッド・マー

ケティング（Cause Related Marketing／以下 CRMと称

す）Jという手法について触れておきたい。 CRMとは、

企業が CSRを実践する過程で特定の社会問題への取り

組みのために NPOとパートナーシップを構築し、かっ

そのパートナーシップを当該企業の販促と広報の実施に

も活用するというマーケテイング手法のことである。

「cause（コーズ）」としづ用語は、一般的には「原因、

理由、根拠」という意味で用いることが多いが、 CRM

の文脈においては「大義、主義主張」といった意味とし

て捉えられる。

アメリカン・エキスプレスのケース

CR  Mは、 1980年代初頭に、アメリカン・エキスプ

レス社の「自由の女神修復資金寄付キャンペーン」によ

って普及したといわれている〔三輪・丸谷： 4〕。

そのキャンペーンの内容は、カード使用者がアメリ

カン・エキスプレス・カードを使用する度に1セントを

自由の女神修繕のために寄付するというもので、結果、

同社は、新規カード保有者を45%増加させ、かつカード

利用額を28%上昇させるとし、う成功を収めた。

この成功の後、同社はCRMを様々なキャンペーンに

採用している。例えば、 1993年から1996年の感謝祭及び

クリスマスシーズンに実施された「飢餓との闘し、（Charge

against Hunger）」キャンペーンにおいては、 NPOの「私

たちの力を共有しましょう（ShareOur Strength）」と提

携し、 「飢餓と闘うためにアメリカン・エキスプレスを

使いましょう」をキャッチフレーズに、カード使用者が

カード使用ごとに一定額を当該NPOに寄付するという仕

組みで、 4年間で2,100万ドルの寄付金を収集した。

工イボンのケース 11

その他の CRMの代表例としては、化粧品会社エイボ

ンの「乳がん撲滅キャンベーン」がある。エイボンは、

自社製品の主要顧客である女性にターゲットを絞り、

1993年に米国で「乳がん撲滅キャンペーンJをスター

トさせ、同キャンペーンのイメージマークであるピンク

リボンの印を商品に付して、その売上の一部を乳がん撲

滅に携わる各国の研究機関やNPOに寄付した。また2003

年には、同社の従業員も積極的に参加する野外募金ウオ

ークを全米 8都市で始め、集まった資金を同じく乳がん

撲滅に携わる各国の研究機関や NPOに寄付した。こう

いった活動を通して今までに乳がん撲滅活動に寄付した

金額の合計は、約 300億円にのぼる。

同社は日本においても 2002年から同じキャンベーン

をスタートさせた。「乳がん撲滅」リップを販売し、 1

本の売上のうち 70円を寄付活動に活用するという方法

で、計約 33万本を売り上げ、約 2千 3百万円の基金を

集めて、そのうち 1千万円を（財）日本対がん協会に、

1千万円を乳房健康研究会に寄付し、残りは乳がん撲滅

シンポジウムの協賛金として使用した。
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スターパックス・コーヒージャパンのケース 12 

同じような CRMの事例としては、スターバックス・

コーヒージャパンによる「イチロー・スターバックスカ

ード」が挙げられる。このカードは、シアトル・マリナ

ーズとスターパックスが協力して発行した 2005年限定

のカードであり、発行価格 1,000円のうち 200円が、難

病に立ち向かう子どもたちの夢をかなえる活動を展開す

る「Make-A吊Tishof Japan」や、途上国で子供に焦点を

当てた地域開発を行う「日本フォスター・プラン協会」

といった NPOに寄付された。

2005年 4月から 9月まで展開された同キャンベーン

では、カード発行枚数は 14万枚を超え、約 2千 8百万

円が上記NPOらに寄付された。

ucc上島瑚排のケース 13 

CRMは、商品の販売・広告の際にパートナーである

NPOのロゴや認証マークを付すことによって、当該NPO

のミッションとそれに共鳴した企業の姿勢を消費者に

PRするという方法においても実践される。

このタイプの事例としては、 ucc上島瑚珠株式会社

（以下UCC）のフェアトレード活動に係るものがある。

uccは、 2004年にパートナーシップを締結した国際的

な環境 NPO「レインフォレストアライアンス」（熱帯雨

林同盟、略称： RA）が認証したコーヒー豆を 100%使

用した家庭用レギュラーコーヒー『uccスーパーアロ

マレインブオレストアライアンス VP240g』を、同年

9月から全国で発売した。

R Aが認証したコーヒーには認証マーク（カエルのマ

ーク）が付され、地球環境保護を優先に栽培に取り組む

農家を支援するコーヒーとして、世界的に注目されてい

る。

uccは、日本のコーヒー業界に先駆けて RAの環境

保護活動の考え方に賛同し、 2004年 2月から RA認証

コーヒーの販売を開始。そして現在では、業務用レギュ

ラーコーヒーをはじめ、リキッドコーヒ一、ギフトなど

RA認証コーヒー製品のラインナップの充実を図り、日

本市場において販売量No.Iを誇っている。

ティンバーランドのケース

以上概観した CRMの4つの事例と比較して、ティン

ノ〈ーランド（Timberland）とシティイア（CityYear）が

構築したパートナーシップの事例は、企業と NPOが
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CRMのプロセス全体を通して話し合いを重ねあうこと

によって、自らの社会的責任・存在意義をより深く認識

し、より強固なパートナーシップを構築し、より効果的

に社会的課題に取り組むことができることを示している

〔三輪・丸谷： 4-6〕。

世界的、ンューズメーカーであるティンパーランドと全

国レベルの青少年ボランティアであるシティイアは、過

去 10年以上続くパートナーシップ関係を築き上げてい

る。この関係を通して、ティンパーランドは、同社の社

会貢献用の経費のうち 85%以上を、シティイアがフル

タイムで行っているリーダー養成プログラム（Youth

Leadership Development）に配分してきた。

このプログラムは、 17歳から 24歳までの青少年を対

象とし、ティンバーランドは、同プログラムの全国的な

スポンサーとして 1000万ド、ルの助成金を提供し、パー

トナーシップ関係を構築した当初から数千もの自社製品

を寄付してきた。

そもそも両者の関係は1989年にシティイアが学校にボ

ランティアを派遣するにあたり、ティンバーランドに靴

を提供してくれるよう頼んだことに始まる。ティンパー

ランドは、同年、 CRMの一環としてシティイアに対し70

足の靴を提供し、さらに、翌年には100足を寄付した。

ティンパーランドの経営陣は、この寄付を決定するに際

してシティイアの創設者からプレゼンを受けたことによ

って、地域コミュニティにおける自らの社会的責任に目

覚めることとなり、年間40時間の有給または3ヶ月の休

暇を利用して同社の従業員がボランティアに参加できる

こととする社内制度を策定した。 シティイア側も、テ

インバーランドの従業員がシティイアのコミュニティサ

ービス活動に参加する機会を積極的に設けた。

その後、ティンパーランドとシティイアは、お互いの

社会的責任について話しあう機会を重ね、両者の経営陣

は「児童教育への貢献j としづ社会的課題を共有するに

至り、さらなる連携を深めていっている。

CRMのメリットについて

以上のコーズ・リレイテッド・マーケティングの事例

では、企業側は CSRの実践とマーケティング効果の向

上、社員の意識改革といった課題を同時に達成すること

に成功し、 NPO側は企業からの資金援助を受けつつ単

独ではなし得ない広い範囲において自己の社会貢献活動

を世間一般に PRすることに成功している。企業と NPO



双方の利点がうまく融合した形のパートナーシップのあ

り方をよく示している。

また、ティンバーランドの事例にあるように、 CRM

をきっかけとして、企業と NPOが人材交流等のより深

いレベルにおいて連携を深めていき、より長期的なビジ

ョンから社会的課題に取り組むようになる場合もある。

CRMは、今後とも、環境問題や、人権、医療、福祉、

教育、雇用、平和、芸術文化、地域づくりなど、多方面

での活用が予想される。

しかしこの CRMについては、商業主義的に過ぎると

の批判もある。このような批判を受けないためにも、

CRMを通して構築される企業と NPOのパートナーシッ

プが、如何なる社会的課題に対処するものであり、どう

してその社会的課題を当該企業と NPOが対処しなけれ

ばならないのかを、双方のステークホルダーに対して明

確に説明できるような形で実施することが必要であろう。

( 6）パートナーシップによる戦略的社会貢献の実例

（その 2)

企業と NPOのパートナーシップによる戦略的社会貢

献は、コーズ・リレイテッド・マーケティング（Cause

Related Marketing/ CRM）以外にも、もちろん成立する。

その幾つかの例を、以下に記しておきたい。

社会的課題解決のための商品開発に関するパートナー

シップ

このケースに該当するものとしては、例えば以下の事

例が挙げられる：

① あいおい損害保険が、 NPO事業サポートセンター

のメンバーで、ある子ども劇場全国センター（子ども

の生活全般をサポートする NPO）と提携して、日

本で初めて NPO活動総合保険を開発したケース 14 

② 朝日ライフが、日本発の総合的な社会的責任投資フ

アンドである「あすのはねファンドjを設定する際、

NPOのパブリック・リソースセンターと協働で金

融商品の開発を行ったケース〔電通総研， 2001: 34〕

③ 帝人が、 NPOのピースワインズ・ジャパン（PWJ)

との協働で、難民支援用の特殊素材を使ったテントを

開発したケース 15 

これらのケースで NPOは、本来の社会的使命を果た

すべき各分野において、専門的コンサルタントとしての

立場から企業の商品開発プロセスに深く関わっており、

自らのパブリシティや事業収入の向上に結び付けている。

一方で企業の方は、単独では考え付かなかったアイデア

や情報を効率的に入手して商品開発に活かすとともに、

社会的課題への対処という目標も同時並行的に達成する

ことができている。

障害者支援に関連したパートナーシップ

この事例として代表的なものとしては、日本IBM株式

会社やマイクロソフト株式会社ら企業と、 NPO法人イ

ー・エルダーが協働で、推進する再生パソコンの寄贈プロロ

グラムがある 16 0 

イー・エルダーは、 IT企業を退職したシニア技術者

集団が設立したNPOで、日本IBM、マイクロソフト、デ

ル、 NTTコミュニケーションス~·， TIS、そしてデンソー

から同プログラムの運営費の支援を受けている。イー・

エルダーは、日本IBMなど約23杜の企業から不要になっ

たパソコンの提供と、その再生作業のための資金提供を

受け、再生作業の一部を「ゆめ工房」 （香川県）、「JCI

テレワーカーズネットワーク」 （徳島県）、 「太陽の

家j （大分県）といった身体障害者施設に委託、そこで

再生されたパソコンを他の非営利団体に寄付する仕組み

を構築した。 2004年度は、多くの社会福祉団体や教育機

関から寄贈申込みを受け、 812団体に3,065台を寄贈した。

同プログラムの中で、 「ゆめ工房」ら身体障害者施設

は、 IBMからパソコンの動作確認技術、外装のクリーニ

ング技術、さらに記憶消去技術の供与を受け、マイクロ

ソフトの提供するOSを搭載し、協力企業の名前入りシ

ールを貼付、包装して発送する作業を行っている。月

5,000円程度だった障害者の収入が4万円になる一方、

中古パソコン提供側は、信頼度の高い記憶消去作業を経

費をかけずに委託できるメリットを得ている。

教育促進に関するパートナーシップ

これに関連した事例としては、外資系計測機器メーカ

ーのアジレント・テクノロジー株式会社、 NPO法人・

発見工房クリエイトと同じく NPO法人のオンライン自

然科学教育ネットワークの三者が協働で実施する「子ど

も科学実験教室」の例がある〔棚沢 2003: 17-18；原

田・塚本， 2006: 186 -188〕。

この実験教室は、企業とNPOのパートナーシップを促

進する「インターミディアリ」 ( [4】 (3）を参照）と
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しての機能を有するNPO法人の「パートナーシップサポ

ートセンター（PSC）」 17の働きによって実現した。

この実験教室は、子どもの理数離れが懸念される中、

工作や実験ショーのイベントを提供することで、科学の

楽しさを再認識してもらい、長期的な観点で科学技術の

振興に貢献することを目的としたもの。

この実験教室に対しては、企業が単に必要経費を提供

しているだけでなく、ボランティア要員として従業員を

確保し、 NPOは教室の企画・振興とその要員の派遣を

受け持つ。両者が、実験教育開催という共通の目標に向

かつてともに活動している。

本事例では、企業の側に、子どもたちの理数離れが深

刻化していることから、子どもたちに科学技術の面白さ

を理解してもらいたいという動機があった。しかし科学

実験教室の運営ノウハウが整っていなかったので、ノウ

ハウをもっている NPOを探していた。一方、 NPOの側

は、化学実験教室の開催にかかる資金不足に悩んでおり、

企業からの資金提供、人的支援、実験教室の場所確保は

大いに役立つた。こうして互いの目的と利害が一致し、

ノミートナーシップが実現したのである。

途上国への技術援助に関連したパートナーシップ

この事例として代表的なものとしては、 NPO法人「人

道目的の地雷除去支援の会 (JAHDS）」に関するケース

が挙げられる〔原田・塚本， 2006: 219 236；電通総研，

2001 : 30 31〕。 JAHDSは、ジオ・サーチ株式会社社長

の富田洋氏が中心となって、民生技術を結集して地雷除

去活動を国際的に支援することを目的に設立された 18 0 

JAHDSの支援活動は、①地雷除去作業を安全かつ効

率的に行えるよう、民生技術を結集して最新の地雷探知

技術を完成し、現地の地雷除去組織に提供すること、及

び②除去作業に必要な輸送・各種キャンプ資材・通信な

どのトータルな後方支援を実施すること、という 2つの

内容から構成されている。

①については、装置のデザインをジオ・サーチが行い、

センサ一部分についてはオムロンが、コンビュータ部分

については日本 IBMが、モニタ一部分についてはシャ

ープが担当した。②については、 トヨタからは救急用車

両、ホンダからはバイク及び大型電気、ソニーからは映

像機材の無償提供を受け、機材輸送は日本郵船が、人員

渡航は日本航空が、人的支援はセコムが、地雷除去資金

はロータリークラブが担当した。 JAHDSは、これら各
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企業からの支援の全てを取りまとめるプラットフォーム

の役割を果たした。

途上国における人道目的の地雷撤去という非常に明確

な社会的課題のもとに、各企業がそれぞれ得意とする分

野において、明確な役割分担のもとに結集したジョイン

トベンチャー型の NPO として、本事例は、新しい形の

戦略的社会貢献のあり方について、多くの示唆を含んで

いる。

4. パートナーシップの要件

以上、企業と NPOがパートナーシップを構築するに

至った経緯と実際例について概観してきたが、ここでは、

企業と NPOがパートナーシップを構築するための要件

について、今一度確認しておきたい。

( 1)パートナーシップの本来的な意義

企業と NPOは、本来、お互いに異なる特性を持って

いる。そしてこの「特性の差異」をうまく利用して、お

互いの特性を「双方向的」かっ「相互補完的」に生かし

あいながら社会的責任を全うするというのが、企業と

NPOのパートナーシップの基本的な形である（図 21 9 

を参照）。

図2：企業!M>Oの特性の差異について
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このような相互補完的なパートナーシップを通して、

企業と NPOは、それぞれに、「効果的な社会貢献の実

践」「収益の増大」「活動範囲の拡大」「知的ノウハウの

吸収」「ポジティブ・イメージの獲得j といったメリッ

トを享受することが想定される。

企業がNPOに求めるもの

企業が NPOに対して求めるもののうち、最も重要な

のは、社会的課題の解決に向けた実践的ノウハウである。



本来的に企業は、営利追求と収益拡大を目的としており、

そのための組織作りやノウハウの蓄積は日常業務の中で

当然に実行しなければならない。一方で企業は、 CSR

の実践という重要な使命も果たしてし、かなければならな

し＼0

このために企業は、法的責任や倫理的責任の実践は言

うまでもなく、経済的責任から社会貢献責任までの連続

した責任エリアにおいても、環境配慮型の商品・サービ

スの開発、障害者・高齢者支援の商品・サービスの開発、

エコツアーの開発、フェアトレードの実践、地域再開発

など、自社の本業そのものの中で戦略的に CSRを実践

していくことや、本業とは離れたところでも、地域コミ

ュニティが抱える様々な課題の解決に、資金、物資、人、

技術、施設・設備、情報といった様々な側面から支援を

行うことで、 CSRを実践していかなければならない。

しかし企業は、広範かっ複雑化した社会問題に取り組

むための実践的ノウハウがえてして欠しいのが実情であ

る。そこで企業は、社会的課題の解決を本来的な使命と

し、その分野での専門的知識や不ツトワーク、フラット

な組織形態に裏打ちされた機敏性を兼ね備えた NPO と

ノミートナーシップを構築することで、 CSRを効果的に

実行することを考えるのである。

また企業は、 NPOとのパートナーシップを通した社

会問題への取り組みを効果的に PRすることで、株主、

取引先、購買者、生活者、政府機関といった様々なステ

イクホルダーからの社会的信頼を高めることができる。

さらに企業の社員は、そうしたパートナーシップに基づ

く社会活動を通して、 NPOが有するボランティアスピ

リットを経験することができ、自分が働く会社の社会的

重要性についての認識を高めることができる。

NPOが企業に求めるもの

一方、 NPOの側から見れば、企業とパートナーシツ

プを組むことで、資金、物資、人、技術、施設、設備と

いったハード面での支援を受けることができると同時に、

事業型プロジェクトの実践等に係るビジネスノウハヴを

吸収することができる。

また、企業の持つトップダウン型の組織力に裏打ちさ

れた広範な資金調達能力とマーケティング力を利用する

ことによって、単独ではなし得ない大きなプロジェクト

の展開が可能となり、自らが扱う社会的課題の重要性を、

広く社会に知らしめることができる。

双方にとってのメリットが重要

以上の通り、企業と NPOの聞で構築されるパートナ

ーシップの本質は、双方向的かっ相互補完的な Win-Win

関係である。このような関係を築くことによって、企業

の側は、経済的責任と社会貢献責任をどのように両立さ

せるべきかという問題について、 NPOの側は、行政の

下請機関としづ状況を脱して、自立した機関として活動

していくにはどうすればよいかという問題について、そ

れぞれうまく対処しながら、その社会的活動の効果を最

大化することが可能となると想定される。

(2）パートナーたりうるための資質

企業と NPOがパートナーシップを構築するためには、

対等な関係の上に、効率的な役割分担がなされなければ

ならない。このためには、企業と NPOの双方が、お互

いに、パートナーたりうるための資質と能力を兼ね備え

ている必要がある。

NPO側に求められる資質

企業からすれば、効果的な CSRの実践という経営課

題の観点からだけでなく、ステークホルダーに対する説

明責任という観点からしても、パートナーシップを構築

する相手である NPOには、①社会的使命に則った明確

な理念と方針を表明していること、②複雑化する社会的

課題にアプローチするための確固たる専門的知識とネッ

トワークを兼ね備えていること、③しっかりとした組織

マネジメントを実行していること、特にガバナンス体制

（理事会の体制及び内部統制）、情報開示体制（年次活

動報告書、財務報告書等の公開）、そして社会的事業の

成果の測定・評価・フィードパック体制を整えているこ

と、という 3点を満たしていることを先ずは期待したい

ところである。また企業としては、 NPOには、ベンチ

ャー企業が新規事業創出の際に発揮するような、強し汗起

業家精神」 20をも兼ね備えてもらいたいところであろ

つ。

このために NPOは、事業センスに優れた優秀な人材

を確保することが必須となる。かつてピーター・ドラッ

カーは、「知識社会」の到来とともに、組織ではなく、

自らの知識に対してのみ忠誠心を持つ「知識労働者」が

出現し、彼らは NPOにおいてその活躍の場を求めるで

あろうこと、そして、この知識ワーカー現象は、欧米で

既に広がりを見せており、早晩日本においても定着する
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であろうことを説いた〔ドラッカー， 1995〕。

その彼の予言どおりに、近年日本においては、企業勤

務経験者が定年退職或いは中途退職後に NPOに転職し

て能力を発揮するケースや、大学や大学院卒業後にその

まま NPOに就職するケースも見られるようになってき

た。しかし、 NPO側の専門的人材の不足を解消するま

でには至っていない。特にこの人材不足の問題は地方の

NPOにとっては深刻である。確かに NPO人材の専門的

育成機関が各地域の大学に設置されつつある昨今ではあ

る。しかし未だに、この分野の教育者及び教育プロログラ

ムは大幅に不足している。この問題に対処するために、

大学、地域 NPO、地域企業、そして地方自治体の間で

ネットワークを組み、地域主導の NPO人材育成システ

ムを構築することが今後益々重要となろう。

なお企業としては、パートナーとなる NPOには、法

人格を有してもらいたいと考えるのが通常である。これ

には、主に以下の 2つの理由が考えられよう：

① NPOが法人格を取得することで、企業からすれば、

担当者の個人間での取引・業務提携から脱皮して、

組織対組織の取引・業務提携をより円滑に実現する

ことができるようになる（法人格のない任意団体や

実行委員会との取引・業務提携と比べて、 NPO法

人とのそれは、企業組織内部の了解をより得やす

② NPOが法人格を取得することは、 「公益目的・非

営利活動のために設立された」との公的約束を公に

明示することとなり、企業からの社会的信頼をより

得やすくなる

これらの点を考慮するならば、 NPOとしては法人格

を取得したほうが企業とのパートナーシップ構築をより

円滑に実施できるといえよう。

企業側に求められる資質

一方、 NPOからすれば、企業には、 NPOの存在意義

とその資質・能力の積極的理解を、社内の隅々にまでい

き渡らせてもらいたいところである。特にこの際、 NPO

としては、公共サービスの供与に係る行政との役割分担、

アドボカシー活動を通した行政や企業に対する牽制的役

割といった一般的にイメージされがちなものだけでなく、

社会的問題の解決に関する専門的コンサルタントとして

の役割や、企業が新製品や新サービスを生み出す際に大
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きなヒントを提起するようなアイデアの宝庫としての役

割もあることについて、企業内部で十分に認識してもら

いたいところである。

このために企業側は、経営陣の NPOに対する深い理

解を前提に、経営理念のひとつとして明確に CSRを位

置づけ、その実践のためには NPO とのパートナーシッ

プが欠かせないことをトップダウンで社内外に浸透させ

ることが必要であろう。また社内に社会貢献部や社会貢

献担当者等の NPOの窓口的機能を担う部署や人材を配

置することによって、 NPOからのアプローチに適切に

対応できるような仕組みも必要である。

社会的課題に対する共通の問題意識

以上の通り、パートナーシップ構築のためには、企業

と NPOの双方がパートナ一足りうるための資質と能力

を向上することは当然のこと、相手をよく知り、相手が

アプローチしやすいような環境づくりを実践していくこ

とが必要となる。

そして何よりも重要なのは、両者が、特定の社会的課

題への取り組みに対して、同じ価値観を共有できなけれ

ばならないということである。この「価値観の共有」が

実現しない限り、他の形式的要件が整ったところで、有

効なパートナーシップの構築に結実しないことは言うま

でもない。

そこで次に、企業と NPOの間では、価値観を共有で

きる相手をどのようにして探せばよし1かという問題が浮

上する。

(3）インターミディアリの必要性

企業と NPOが CSRの文脈において築き上げるパート

ナーシップが、社会改革の原動力のひとつとなることは、

今後日本においても大いに期待されところである。しか

し日本国内で実施された各種調査によれば、両者が CSR

の一環としてパートナーシップを構築することの有用性

についての認知度・理解度は、特に企業の側において、

依然として低いものがある。

例えば、東京都産業労働局が 2002年に作成した「産

業活性化に向けた企業と NPOの協働に関する調査報告

書」によれば〔東京都労働局， 2002: 60 -72〕、アンケ

ート対象となった都内の企業のうち、「これまで NPOと

は特に関係がなし1」と答えた会社は全体の 74.4%を占め、

一方「自ら NPO法人を設立して活動」と答えた会社は



2.2%、「商品開発や企画等を協力して実施」と答えた会

社は 1.7%となっている。さらに「NPOとの連携・協力

関係構築の意向」については、「連携・協力の予定はな

しリが 47.8%を占めており、「連携・協力関係を構築1

20.8%、「今後はさらに充実・発展」 9.0%を大きく引き

離している。つまり、企業の側が NPOとのパートナー

シップ構築について示す理解・認識は極めて低いという

調査結果となっている。

また、石川県県民文化局が 2005年に作成した「企業

と NPOとの協働に関する意向調査実施結果j では〔石

川県県民文化局， 2005: 7 9〕、アンケート対象となっ

た企業のうち、「現在までの NPOとの協働の有無」につ

いて「なしリと答えた企業が 65.8%、「したいが何をし

たらよし1か分からなしリと答えた企業が 9.8%を占めて

いる。また「NPOとの協働を考えるにあたっての障害」

として、「NPO全体に関する情報が不足」に挙げた企業

は 40.9%を占め、「非営利性と経済性のミスマッチ」を

挙げた企業は 24.4%を占めた。

このような状況を打破するためには、企業及び NPO

の双方が、パートナ一足りうるためのそれぞれの資質を

継続的に向上し、且つお互いの重要性とニーズを強く認

識していく必要がある。そしてこのことを促進するため

に、企業と NPOの仲介役となる組織を政策的に組成し

ていくことが必要になってくるのである。

一般的に、企業と NPOがパートナーシップを構築す

る過程においては、パートナー候補者を探し出すための

検索コスト、探し当てたパートナー候補者から的確なニ

ーズ情報を引き出すための交渉コスト、パートナーシツ

プが予定通りに実行されていることを確認するための監

視にかかるモニタリング・コストといった、様々な「ト

ランザクション・コスト」が発生する〔田中， 2005: 16 

-21〕。よって、このような負荷を軽減し、企業と NPO

図3：トランザクション・コストを軽減する仲介組織の存在

企業
NPO 

企業
NPO 

の聞における情報交換を円滑にするような「仲介組織」

を政策的に作り出すことも、パートナーシップ構築のた

めには、非常に重要となってくる（図 32 1を参照）。

欧米では、このような仲介的機能を持つ組織として、

「退職者と高齢者のためのボランティア・プログラム」

(Retired and Senior Volunteer Program）、「クリーブラン

ド財団」 (The Cleveland Foundation）、 「財団センタ

ー」 (The Foundation Center）、 「ニューヨーク・ケ

ア」 (New York Care）、 「企業ボランティア協議会」

(Business Volunteer Council）、「チャリティーズ・エイ

ド財団」（Charities Aid Foundation）、「低所得者のための

住宅供給社」（Corporation for Supportive Housing）、「ニ

ューヨーク・コミュニティ信託」（NewYork Community 

Trust）、「全国チャリティ情報センター」（National 

Charities Information Bureau）とし、った団体を代表例に、

多数存在する（詳しくは田中 2005を参照）。

日本では、日本 NPOセンタ一、パートナーシップ・

サポート・センター（PSC）などの NPOや、 （社）日

本フイランソロビー協会、 （社）日本経団連 1%クラブ

などがこうした仲介機能を保有しているが、その数は欧

米に比べ非常に少ないといえる。

これら主体は、 NPOと企業の間の「仲介役Jとして

の機能を発揮し、両者のパートナーシップ構築を積極的

に推進している。

例えば PSCは、三井海上火災保険株式会社と、女性

問題研究グループ「サンアイリス」及び聴覚・知的障害

者の自立を支援する NPO「スペイス 21」の聞の仲介を

行い、三井海上火災ピル内の喫茶店「カフェ・アイリスJ

の企画支援を実施した〔高浦， 2004: 9 -10〕。

また日本フイランソロビー協会は、通信技術を保有す

るアニモ社（富士通株式会社のベンチャー第一号企業と

して 1994年 8月に創業／「音・音声」をキーテクノロ

ジーとしたマルチメディア・ソフトの開発販売を行う）

と、子育て支援NPOや点字ボランティアの参加を得て、

地域の高齢者，障害者，共働き家庭を対象とするサービ

ス事業の立ち上げをコーディネートし、それぞれ「アニ

モショップ」 （障害者・高齢者向けオンラインショッピ

ングサービス）、 「声の花束」 （視覚障害者のための週

刊誌、書籍、行政・企業・ NPO情報などの音訳サービ

ス）といったプロジェクトとして、事業展開を進めてい

る22 0 

このような仲介組織を中核として、企業と NPOのパ

｜一研究 I Vol.7. 2007 I 57 



一トナーシップの効果を適正に評価し、その評価を効果

的に情報発信して、新たなパートナーシップの構築を生

み出すような、循環型の社会システムを構築してくこと

が重要である。

そしてこうした仲介組織が日本全国の各主要地域に設

置され、地域企業と地域 NPOが発するニーズ情報の集

積センターとしての機能を発揮し、さらには地方自治体

や地域の大学ともうまく連携しながら、地域コミュニテ

ィが抱える様々な問題の解決に貢献していくことが今後

大いに期待される。

5. 地域文化の活性化策としてクロスセクター・パー

トナーシップの重要性

さてこれまで、企業と NPOが築き上げるパートナー

シップが社会的課題の解決手段としてし1かに機能してき

たのか、そしてし1かに機能していくべきなのかについて、

特に社会的課題の分野を限定せずに論じてきた。

ここでは、このようなクロスセクター・パートナーシ

ップが「地域文化の活性化j のためには欠かせないもの

であることにつき、ごく簡単な示唆を述べておきたい。

( 1)創造都市論の勃興

昨今、地域社会の活性化策をデザインする上で、 「創

造都市」という言葉が重要なキーワードとなっている。

「創造都市」とは、簡単に定義すれば、 「市民の活発な

創造活動によって、先端的な芸術や豊かな生活文化を育

み、革新的な産業を振興する『創造の場』に富んだ都市

であり、グローパルな環境問題や平和の問題とともに、

失業や不安定就業など地域の問題を、草の根から持続的

に解決する力に満ちた都市」のことをいう〔佐々木，

2006: 2〕。

『創造都市』 (2000年）を著したチャールズ・ラン

ドリー、そして『創造階級の勃興』 (2002年）を著し

たリチヤード・フロリダがその代表的な論者であり、日

本では、大阪市立大学の佐々木正幸教授がその考え方の

実践的に展開していることで有名である。

また、 「創造都市Jの代表例としては、美術館「グッ

ゲンハイム・ミュージアム・ピルパオ」の新設を契機に

復興を遂げたスペイン・バスク州の中核都市であるピ、ル

パオ、工場地域を市民の創造活動を実現する場に作り変

えて、米国のタイム・マガジン誌にヨーロッパで、最も住

みよい町に選定されるまでになったフランスのナント市、
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などが挙げられる。日本においても、金沢市において

2001年より経済界や市民が「金沢創造都市会議」を設

立して、創造都市をめざした運動を開始し、横浜でも

2004年 4月に中田市長からクリエイティブシティ・ヨ

コハマプランが提案されて創造都市への取り組みが本格

化している。

(2）創造都市論の背景事実

では、なぜ今、創造都市論が世界的に活況を呈してい

るのだろうか。

これには、 20世紀末から発生したグローパル化の流

れの中で、多くの都市が産業の空洞化を経験し、企業倒

産や失業者の増大、犯罪や自殺者の増加、ソーシャル・

キャピタル23の減退などの社会不安が広がる一方で、、

地方自治体は、税収の不足から財政危機が生じる中でこ

れらの社会問題に対する有効な対応策を採れなくなって

いる、という社会背景が存在する。

このような状況下では、政府単体の問題解決能力に期

待することはできない。「政府が政策の『主体』であり、

民間部門は政府による政策の『客体』となる」という従

来型の政府集権的な政策は有効に機能しないのである。

今求められているのは、政府ではなく、 「市民の創造

力」を中心に据えて、その活性化をもって、都市を復興

させることを模索することである。この方向性が、まさ

に「創造都市論」という考え方と合致したのである 24 0 

特に日本では、地方都市の多くがバブル経済崩壊の後

遺症から重度の財政危機に見舞われている一方で、 2001

年に文化芸術振興基本法が施行され、自治体レベルでの

文化振興条例の制定が盛んになっている。この状況下で、

日本の地方都市が「創造都市論」という考え方に活路を

見出すのは、自然の流れであろう。

(3）アート NPOと企業のパートナーシップによる地

方文化活性化の可能性

「創造都市」を実現させるための最も重要な施策は、

「市民のための『芸術文化創造の場』を如何に作り出す

のか」という点である。

この「芸術文化創造の場Jを作り出すためには、静態

的な建築空間、例えば美術館、博物館や公園といった既

存の公共施設や、映画館、ライブハウス、少子化に伴い

今後益々増えていく廃校校舎、企業が保有する施設・ホ

ールなどを用意しただけでは、全く不十分である。



動態的な「市民と市民が創発し合うインセンティブ」

というソフトがそこに導入されなければ、 「芸術文化創

造の場」は生まれない。そしてこのソフトを核にして、

個性と個性がぶつかり合い、創造が新たな創造を生む連

鎖の波を生み出さなければならない。そういったソフト

が都市のいたるところに仕掛けられて、それぞれがお互

いを刺激しあって、大きなムーブメントにつながってい

くイメージである。

そしてこのような「ソフトの仕掛け」を作り出すこと

を期待されるのが、市民側のニーズ、と芸術文化の潮流を

敏感にキャッチし、それをコーディネイトするようなプ

ロデ、ューサー的機能を兼ね備えた「アート NPO」（芸術

文化方面で活躍する NPOのこと／例えば企業メセナ協

議会 2003を参照）と、戦略的社会貢献の実践を目論む

地域の企業とのパートナーシップである。もちろんこの

アート NPO と地域企業とのパートナーシップに、地方

自治体の文化推進施策が効果的に絡むのであれば、なお

のことよい。

実際のところ、「芸術文化創造の場」の創出を目的と

したアート NPO と地域企業とのパートナーシップの動

きは、一部活発化してきている。（本稿ではその具体例

を紹介することは紙面の都合上できないが、詳しく知り

たい方は、企業メセナ協議会 2003及び企業メセナ協議

会 2005を参照されたい。）しかし欧米と比較すれば、こ

のような試みの数はまだようやく端緒についたばかりで

あるといえよう。

この分野におけるアート NPOと企業のパートナーシ

ップ促進は、地域文化の活性化を目的とした「社会プロ

グラム」の最も重要な構成要素である。今後、実践と評

価、そしてさらなる発展・深化を継続させていく中で、

地域文化活性化の起爆剤となることが大いに期待される。

6開最後に

以上、本稿では、企業と NPOが築き上げるパートナ

ーシップが、社会的課題解決のための政策手段のひとつ

として如何に機能してきたのか、そして如何に機能して

いくべきなのか、という点に係るごく簡単な視座を提示

することを目的として、この重要な試みを様々な角度か

ら考察してきた。

最後に、この試みが成功するためには、「足元から着

実にやっていく」としづ発想が大切であることを強調し

ながら、筆を置きたいと思う。

本稿で例示したような大企業と地理的にグローパルな

範囲で活動する有力 NPOとの聞のパートナーシップは、

地球規模で広がる問題の解決には欠かせないものである。

一方で、地方を地盤とした中小企業と地域 NPOとの聞

においても、足元のコミュニティが抱える大小さまざま

な問題の解決のために、積極的なパートナーシップが構

築されていく必要がある。そのための社会システム作り

を、企業、 NPO、行政、大学、地域市民が一体となって

推進していかなければならない。

いずれにせよ、日本における企業と NPOのパートナ

ーシップ構築の試みはまだ模索段階にあり、今後その有

用性が実際例を持ってつぎつぎと証明されていくことに

期待したい。

1 「芸術文化振興基金」は、基金として政府から出資

された 530億円と民聞からの出えん金 112億円の計 642

億円を原資として、その運用益をもって芸術文化活動に

対する助成に充てることを目的に設立。詳しくは同基金

のホームページ（htto://www.nti.iac.irn.io/kikinL）を参照

されたい。

2 2002年の統計によれば、各国の GDPと企業の連結売

上高でラインキングを作ると、上位 100位のなかに企業

が49社も入るという〔原田・塚本， 2006:26〕。

3 伊食品メーカー最大手のパルマラットは、同社が保

有するとされていた 39億 5000万ユーロ（約 5245億円）

相当の証券や現金にからむ粉飾会計が発覚した後、 2003

年 12月 24日に、破産法の適用を申請し、緊急政令に基

づき政府の管理下で再建を目指している。

4 GRIとは国際的なサステナピリティ・レポーティング

のガイドライン作りを使命とするオランダに本部を置く

NGOで、 UNEP（国連環境計画）の公認協力機関であ

る（詳しくは問機関のホームページ

httn ://www. 2:lobalrenortin2:.orn:/Horneを参照）。なお日本

のGRI日本フォーラム（httn://www.2:ri-fi.or2:／）と GRI

は、別個の非営利の法人だが、両者間で覚書を交わし、

GRIファミリーとして協力しあって活動している。

5 KLDについての詳細は、同社のウェブHP

(ht加：／／www.kld.com/）を参照されたい。

6 IRRCについての詳細は、同社のウェブHP

(ht加：／／www.irrc.ore:/index.htrnl）を参照されたい。

7 SiRiグループの詳細については、同社のウェブHP

(ht印：／／www.siricornoanv.cornL) を参照されたい。

8 市場化テストとは、これまで「官j が独占してきた

「公共サービス」について、「官Jと「民」が対等な立

場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者

が、そのサービスの提供を担っていくこととする制度の

ことをいう。日本には、 2006年 5月 26日に成立した「競

争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（通

称「公共サービス改革法」）に基いて導入された。

9 「Compacton Relationship between Government and the 

Voluntary Sector」は、我が国では「コンパクト」と通称

されており、 1998年にブレア政権下の英国政府と NPO
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の間で締結された協約で、政府と非営利団体の役割分担

や、非営利団体の独立性の認識等が示されている。コン

パクト成立の背景には、かつて政府から助成金という比

較的自由な形で資金提供を受けていた NPOが、サッチ

ャ一政権の頃から政府の委託事業への依存を強め、政府

の「下請化」現象が顕著になってきたことが大きく影響

している。

1 0指定管理者制度は、地方公共団体の出資法人や公共

団体等に限らず、株式会社やNPO等の民間事業者も、

地方自治体の指定を受けて「公の施設」の管理を行うこ

とができる制度である。この制度は、平成 15年 6月の

地方自治法の一部改正（施行は同年9月）によって導入

された。多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的

に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、

住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図

ることを目的としている。

1 1 詳しくはエイボンのウェブHP上の「ピンクリボン

活動」（htto://www.avon.co.io/comoanv/ke:bc／）を参照。

1 2 詳しくはスターパックスのウェブHP上の 2006年 1

月 11日イ寸プレスリリース

(htto://www.st紅bucks.co.io/ia/or2003 052.htm）を参照。

1 3 詳しくはucc上島瑚3;jドのウェブHP上の「レイン

フォレストアライアンスのお話」

(htto://www.ucc.co. io/ra/too.html）を参照。

1 4 子ども劇場全国センターのウェブHP

(htto://www.kodomo-

noo.ore:/03kvousai hoken/index.html) を参照。

1 5 言平しくはPWJのウェヴHP(ht印：／／www.oeace-

winds.om/io/act/tokvo.html）を参照。

1 6 詳しくはイー・エルダーのウェブHP

(htto://www.e-elder.io/oublic 1/index.html）を参照。

1 7 PSCの概要については、同組織のウェブHP

(htto://www.osc.or.io／）を参照。

1 8 JAHDSの活動はタイ圏内のNPO法人に引き継がれ、

JAHDS自体の活動は 2006年 10月をもって終了した

(htto ://www. i ahds. or'i!.／）。

1 9 電通総研2001: 37にある図 4-1 (NPOと企業の

特性）を参考に作成。

2 0 この「起業家精神」を中軸に据えながら社会的事

業に取り組む人物のことを「社会起業家（social

entrepreneur）」と称す。「社会起業家」は、事業型NPO

の創設者の場合もあれば、社会的課題の解決を重点に置

く営利企業の創設者の場合もあり、さらには組織内部で

社会的課題解決のための事業を立ち上げる者のことを意

味する場合もあり、そのパックグラウンドは多種多様で

ある。詳しくは町田 2004や斎藤2004を参照されたい。

2 1 田中 2005: 20にある図 1.8を参考に作成。

2 2 詳しくは日本ブイランソロビー協会のウェブHP

(htto://www.ohilan由roov.or.in/index.html）を参照。

2 3ソーシヤル・キャピタル（socialcapital）とは、社会

単位を構成する個人や家族間の仲間意識、共感、社会的

交流、さらには地域力社会の結束力といった概念を総称

した用語である。アメリカの政治学者ロパート・パット

ナムによれば、ソーシヤル・キャピタルが高い地域にお

いては、子供の教育成果の向上や、近隣の治安の向上、

地域経済の発展、地域住民の健康状態の向上などの傾向

が強く見られるという。詳しくは宮川・大守 2005を参
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照。

24 この「創造都市論」は、鶴見和子による提唱を契

機に多くの開発経済学者・社会学者が注目してきた「内

発的発展」という考え方と、根本的に重なり合う点に留

意されたい。近代化が国家や地方自治体などによる上か

らの画一的な開発政策と結びつきやすいのに対し、内発

的発展は、地域固有の生態系と伝統文化を踏まえた上で、

地域の住民が主体となって取り組み，近代化政策に異議

申し立てを行う社会運動の側面を持つO 途上国の経済開

発の文脈における「内発的発展J論については、西川［ 2001 

などに詳しい。
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